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令和５年度 第１回 

西脇市地域福祉計画推進会議資料 

【第三次西脇市地域福祉計画進捗管理表】 



【基本理念】 【基本方向】 【施策】

１  多様な交流とふれあいの推進

２　助け合い・支え合いの推進【重点】

３　人権意識・福祉意識の醸成

１  情報提供体制の充実

２　相談支援体制の充実【重点】

　　（包括的な支援体制の構築）

３　サービス利用の仕組みづくり

４　権利擁護の推進【重点】

　（西脇市成年後見制度利用促進基本計画）

５　生活に課題を抱えた人への支援体制の強化

１  防災・防犯のまちづくり【重点】

２　安心して住める環境づくり

 計画の体系
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１　地域力を高めるまちづくり

2　相談でき解決できる仕組み

　づくり

３　安心につながる環境づくり



○第三次西脇市地域福祉計画－基本方向別進捗評価

基本方向

施策

評価：Ａ　目標を達成　Ｂ　目標を達成していないが改善　Ｃ　横ばい（改善率が＋10ポイント～－10ポイント以内）　Ｄ　悪化している

基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

56.2% － 58.1% 58.0% 55.6% 62.0% Ｃ

基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

４回 ４回 ２回 － ２回 ５回 ―

61箇所 64箇所 64箇所 59箇所 59箇所 70箇所 Ｃ

２地区 ２地区 ４地区 ４地区 ５地区 ８地区 Ｂ

124回 135回 102回 119回 142回 140回 Ａ福祉教育　延べ実施回数

生活支援体制整備事業　実施地区数

ふれあい交流事業　実施回数

いきいきサロン　箇所数

【基本方向１　成果指標】

指標名（基本方向）

地域住民がともに支え合い、助け合っ
て暮らしていると感じる市民の割合

１　地域力を高めるまちづくり

　　　（１）多様な交流とふれあいの推進
　　　（２）助け合い・支え合いの推進
　　　（３）人権意識・福祉意識の醸成

●基本方向１　地域力を高めるまちづくりの方向性

近所付き合いや地域活動の参加には、福祉への関心や地域への愛着との関係がみられることから、「地域の活動や行事等に参加する人の割合が高い」「市民
が主体となったまちづくり活動を推進する組織がある」などといった本市の強みを生かしながら、住民同士や地域の団体との交流を支援し、助け合い、支え
合う福祉意識の醸成を促進することで、地域で起きている問題に関心を持ち、自ら参画し、解決につなげられる地域づくりを推進します。

指標名（施策）
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○第三次西脇市地域福祉計画－基本方向別進捗評価

基本方向

施策

●基本方向２　相談でき解決できる仕組みづくりの方向性

評価：Ａ　目標を達成　Ｂ　目標を達成していないが改善　Ｃ　横ばい（改善率が＋10ポイント～－10ポイント以内）　Ｄ　悪化している

基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

41.8% － － － － 35.0% ―

57.4% － － － － 50.0% ―

２　相談でき解決できる仕組みづくり

　　（１）情報提供体制の充実
    （２）相談支援体制の充実
     （包括的な支援体制の構築）
    （３）サービス利用の仕組みづくり
    （４）権利擁護の推進
     【西脇市成年後見制度利用促進基本計画】
    （５）生活に課題を抱えた人への
      支援体制の強化

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、障害のある人、ひとり親家庭などが抱える課題、また、ダブルケアや生活困窮など地域における生活課題は複雑
化・多様化し、複合化が指摘されています。そのため、関係機関と連携した身近な地域での相談体制を充実するとともに、福祉サービスの充実や包括的で専
門的な支援につなげる仕組みを構築していきます。また、判断能力が十分でない人の増加が予測されており、必要な援助を受けることができるよう、権利擁
護制度の普及啓発を図り制度の利用につなげます。

【基本方向２　成果指標】

指標名（基本方向）

福祉サービスを安心して利用するため
に「サービスの情報提供の充実や体制
の整備」が必要と思う市民の割合

福祉サービスを安心して利用するため
に「サービスを適切に選んで利用でき
るよう支援する相談窓口の充実」が必
要と思う市民の割合
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基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

4.3% 4.2% 5.0% 3.9% 6.1% 3.5% Ｄ

39.7% － 43.7% 49.8% 40.9% 45.0% Ｄ

36.0% － 38.7% 40.9% 38.4% 40.0% Ｃ

62.8% － 63.9% 61.9% 60.2% 70.0% Ｃ

5.6% － － － － 0.0% ―

０箇所 ０箇所 ０箇所 ０箇所 ０箇所 １箇所 Ｃ

38件
（H28）

59件 46件 45件 57件 42件 Ａ

指標名（施策）

相談相手・場所がないと回答する保護
者の割合

高齢者が安心して暮らすことができる
と感じる市民の割合

障害のある人もない人も、互いに理解
し、尊重し合っていると感じる市民の
割合

自立支援件数

社会保障制度の手続・相談の窓口を
知っている市民の割合

福祉サービスの利用に関して、不満、
心配を感じる市民の割合

権利擁護センターの設置
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○第三次西脇市地域福祉計画－基本方向別進捗評価

基本方向

施策

評価：Ａ　目標を達成　Ｂ　目標を達成していないが改善　Ｃ　横ばい（改善率が＋10ポイント～－10ポイント以内）　Ｄ　悪化している

基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

39.9% － － － － 45.0% ―

基準値
（平成30年

度）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標値
（令和７年

度）
評価

52.0% － 55.3% 50.9% 53.7% 55.0% Ｃ

０件 １件 １件 １件 １件 １件 Ａ

隣近所で見守りが必要な人（高齢者・
障害のある人等）がいる世帯を把握し
ている市民の割合

指標名（施策）

市内の道路は安全・快適に通行できる
と感じる市民の割合

ユニバーサル社会づくり推進地区　指
定数

３　安心につながる環境づくり

　　　（１）防災・防犯のまちづくり
　　　（２）安心して住める環境づくり

●基本方向３　安心につながる環境づくりの方向性

地域でいつまでも安心して暮らせるよう、「地域の安全は地域で守る」という考えのもと、見守りが必要な人が緊急時や災害時に孤立しないため日頃からの
見守り体制の充実や、災害時要援護者名簿の活用等を促進し、的確な支援につなげます。
また、移動や居住環境などの生活に対する支援や、防災訓練等の活動支援、防犯対策の推進など地域で安心して暮らせる環境をつくります。

【基本方向３　成果指標】

指標名（基本方向）
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A まちづくり課

A 長寿福祉課

A 政策推進課

- 社会福祉課

A こども政策課

A 学校教育課

A 社会福祉課

A 人権教育課

A こども政策課

① 地域における多様な交流の推進１　地域力を高めるまちづくり １　多様な交流とふれあいの推進

・障害者支援活動事業

・地区敬老会開催事業
・老人クラブ活動の支援
・地域型いきいきサロン運営支援

・周知するが、コロナ禍により事業を実施し
ない団体が多く、応募なし。

・今後も事業の周知を図り、障害のある方の地域に
おける自発的な取組みを支援することにより共生社
会の推進を図る。

・自治会役員に負担が集中する傾向にあることか
ら、より多くの人の参画と人材育成が必要
・ＳＮＳ等を活用した情報発信により交流人口の拡
大に努める。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由

・みらいえ地域子育て事業

・コロナ禍での子どもの不安を把握し、積極
的に多くの児童に関わることができた。ま
た、学習での分からないところを個々の子ど
もに合わせて対応できた。
（日数：324日、延べ児童数6,104人）

・敬老会を開催する自治会等へ助成を行っ
た。
・新型コロナの影響により活動が制限された
が、感染対策を施した上で方法を工夫しなが
ら事業を実施した。

多様な交流の推
進

・高校生地域活動支援事業

・コロナ禍で地域活動等の休止・中止が続い
たが、市内３高校に対する補助金の交付を通
じて、小学生との交流等の地域活動を支援す
ることができた。市職員が講師として講義を
行うなど、探究活動の支援にも取り組めた。

・にしわきジュニアじんけん教室

・トライやる・ウィーク
・事業所や地域の協力を得て、コロナ禍以前
と同様に本来の事業所での体験活動や地域で
の活動を行うことができた。

課題・今後の方向性

・引き続き、高校生の地域活動等について、補助金
を通じて支援する。また、補助制度にSDGsの視点を
取り入れるなど、持続可能な地域社会の形成に向け
た地域活動等を促進していく。

・市広報の掲載や子ども・子育てに関する講演会、
こども会議等を開催することで、地域住民に条例の
理念を広く周知していく。

地域住民による
子育て活動の推
進

・支援するこどもがより、安心して過ごせる居場所
になるようにしていく。
・学習、遊びの支援事業を広く周知していく。

・障害者団体やボランティア団体の協力を得て、児
童が障害のある人と交流し、理解を深める機会を提
供していく。

・老人クラブにおいて、役員の担い手がないため活
動を休止されるクラブが出ている。
・書類作成の負担軽減、老人クラブのＰＲ協力等の
活動支援を行う。

・新型コロナ等の感染症への対策を取りつつ、事業
所や地域住民との交流から学びを得ることができる
よう事業を推進していく。また、コロナ禍で減少し
た受入れ先事業所の開拓を進めていく。

・事業を広く周知し、はじめて参加をする児童生徒
や保護者を増やしていく。

・西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例
　の周知・啓発

・手話体験やユニバーサルスポーツ体験を実
施することができた。（手話体験：20人、ユ
ニバーサルスポーツ体験：26人）

・共催となっている手話体験２回を実施でき
た。

・子育て支援ガイドブックやHP（動画）等で
啓発を行うとともに10月の条例推進強調月間
では講演会を開催し、地域社会が一体となっ
て子育てを支援する機運の醸成を図ることが
できた。また、本条例に基づき、子どもたち
が自分の意見を表明する場として西脇こども
会議を開催することができた。

・地域の祭りや伝統行事等への支援 ・頼政祭、黒田庄夏まつりの開催を支援
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

A 青少年センター

A
社会福祉課
長寿福祉課

はぴいくサポートセ
ンター

・事業協力者対象に事業報告会及び研修会を継続す
る。（年１回）
・新たな事業協力者の募集を行う。

・あんしんはーとねっと事業

・見守り隊の活動支援は引続き実施するとともに、
ハーティネスメンバーズ大会は令和５年度以降、各
中学校区の課題に沿った内容で開催するため、各中
学校区の健全育成講演会と併せて実施していく。

・見守り隊の活動支援（活動資機材の提供
等）は随時実施
・ハーティネスメンバーズ大会（講演会）は
ゲーム依存の未然防止に関する講演会を実施

ふれあいの推進

・あいさつ運動
・西脇ハーティネス・メンバーズ運動

・事業協力者登録数：117事業所
・高齢者、障害者、子どもなど見守りが必要
な対象を地域全体で見守ることを啓発してい
る。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 秘書広報課

A まちづくり課

B 生涯学習課

B 健幸都市推進課

A 社会福祉課

A 社会福祉課

親子のふれあい
の場づくり A こども政策課

子どもの居場所
づくり A

こども政策課
はぴいくサポートセ

ンター
社会福祉課

中高生の居場所
づくり B こども政策課

地域における交
流の場づくり A まちづくり課

・事業や教室の内容がマンネリ化しないように常に職
員はスキルアップに努め、魅力ある内容にしていく。
・今後も、あらゆる状況を想定しながら、臨機応変に
対応できるように、支援者の質を高めながら継続して
実施していく。

・児童館事業

・高校生が、自らも児童館を利用するととも
に、ボランティアとして、小学生や未就学児
への支援をし、活躍してくれた。
・こどもプラザフェスタ等のイベントでは、
高校生が日ごろの活動の取組や成果を発信す
ることができた。

・今後もイベント等を開催し、中高生が地域で活躍で
きる機会を提供していく。
・児童館が、中高生自らがくつろぎ楽しめる居場所と
なるよう工夫していく。

○地区のまちづくり活動を通じた交流の場づく
り
○コミュニティセンターや隣保館等を利用した
地域コミュニティ活動への支援
　・地域自治協議会への支援
　・地区まちづくり実践補助事業

・地域自治一括交付金及び地区まちづくり実
践補助により、各地区まちづくり団体が各拠
点等で実施する交流事業を支援している。

・指定管理による交流施設の管理・運営を継続すると
ともに、各地区まちづくり活動への支援を継続する。
・隣保館においても、感染対策を徹底するとともに、
地域活動が円滑に進むよう支援を継続する。

・こども食堂など地域での居場所づくり
　への支援

・コロナ禍における物価高騰等の影響を受
け、食費や日用生活用品等の物資を支援する
居場所としてのこども食堂等の活動に必要な
経費に対して助成を行った。

・子どもが地域との関わりの中で、健やかに育つこと
ができるよう、地域での居場所づくりを支援する。

・こどもプラザ事業
・子育て学習センター事業
（西脇おやこ交流教室等）

・予定していた事業や教室を開催し、保護者
同士の交流や支援につなげた。
西脇おやこ交流教室登録人数：平日73組、休
日42組
西脇親子交流教室開催:59回、1,659人

高齢者の活動の
場づくり

・いきいきサロン事業

・参加していない人や、開始していない地区へ呼び掛
けを行う。また、月１回の取組みから週１回の取組み
になるよう働きかけ、身近な地域で定期的な交流や学
習の機会を増やす。

障害のある人の
活動の場の確保

・障害者地域活動支援センター
・障害者地域活動支援センター運営補助金を
交付し、安定的な運営を支援している。

・障害者支援施設の充実に伴い、障害者地域活動支援
センターの利用者が減少している。周知やニーズ把握
等の検討が必要

・優先調達推進事業
・授産製品の促進販売
・グループホーム等の整備

・優先調達方針に基づき推進し、目標額に近
い額の実績を上げることができた。
・授産製品については、庁内で定期的にふく
しマルシェを開催し、販売を促進することが
できた。
・グループホームの新規開設推進事業につい
ては、新規開設の相談があり、情報提供を
行った。

・今後も優先優先方針に基づき、積極的に障害者就労
施設で働く障害のある人の経済的な自立を推進してい
く。
・ふくしマルシェの開催回数等、促進販売のための検
討を進めていく。
・グループホームの利用者が増加傾向にあるため、今
後も新規開設に向けての情報提供を行う。

・41会場が実施。週いち型が会場１増加。地
域で高齢者の交流や、介護予防についての学
びの機会になっている。

・高齢者大学

・学園の行事や講座を実施した際には、学生同士の交
流を図る時間をより多く設定していくこと。
・学生の学習の成果を地域での活動に活かせる場の設
定し、学生の地域貢献活動の活性化を図る。

・計画していた50周年事業も開催でき、講
座・教室も開催できた。しかし、地域貢献事
業については、受け入れ先が新型コロナウイ
ルス感染症拡大を警戒し、あまり活動ができ
なかった。

１　地域力を高めるまちづくり １　多様な交流とふれあいの推進 ② 交流のきっかけと場づくり

地域情報の発信

・広報紙の掲載
・防災行政無線の活用
・市ホームページ、ＳＮＳ、ＰＲ映像
　等による発信

・様々なツールを活用し、情報発信ができ
た。また、ＳＮＳで情報をシェアしてもらう
ことで、さらなる効果があった。

・引き続き、細やかな情報発信に努める。

・地域自治協議会への支援
・地区まちづくり実践補助事業

・市ＨＰにおいて「地域自治協議会」及び
「地区まちづくり団体」の広報紙やＳＮＳサ
イトの情報発信を実施。（広報紙発行・ＳＮ
Ｓサイト未作成団体有り）
・市広報での活動紹介

・市ＨＰや市広報紙を通じた情報発信の継続
・中間支援団体と連携し、各団体の情報発信強化を目
指す。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

民生委員・児童
委員の資質の向
上 A 社会福祉課

A 社会福祉課

B 長寿福祉課

B 健幸都市推進課

A 健幸都市推進課

B 長寿福祉課

B 健幸都市推進課

B 社会福祉協議会

・若者世代を含め地域の理解促進のため、養成講座を
周知する。

・養成講座を積極的に周知していく。
・サポーター活動の魅力を伝え、養成講座受講後の新
規サポーター登録者の増加を図る。

生活支援サポーター養成講座（４回シリー
ズ）を実施した。
・受講者数　19人
・生活支援サポーター新規登録者数　４人

・ゲートキーパーの養成

・依頼のあった団体等へ認知症サポーター養
成講座を実施した。
・実施回数　４回
・受講者数　81人

・社会情勢の変化から、不安を抱えて生活する市民が
増加する可能性がある。地域で活躍するゲートキー
パーの養成を継続する。

人材の発掘・養
成

R2までの登録者数　239人
R3登録者数　215人
R4登録者数　121人
養成目標500人（R1 100人 R2 200人　R3 100
人 R4 100人）に対して575人（115％）養成
できた。

・アンバサダー575人中、65歳以上が407人で７割以上
（70.8％）、75歳以上は197人で３割（34.3％）以上
である。今後は、地区、世代間で偏りのないよう取り
組んでいく必要がある。

・認知症サポーターの養成

・地域でのふれあい、助け合いの体制の推進

・ボランティア講座生やケアマネジャーを対
象にゲートキーパー研修を実施した。
６回実施　延べ211人参加

・地区まちづくり活動と連携を図り、住民が
地域課題について、情報共有、連携、住民同
士の助け合い活動を協議する場(第２層協議
体）を支援した。(協議体の支援延べ10回)

・今後も、まちづくり活動と連携を図り、高齢者等の
社会的孤立について協議する場や、住民主体の助け合
い活動を支援する。

・手話通訳者、要約筆記者等の養成

・介護予防サポーターの養成
・おりひめ体操自主グループの活動支援

・介護予防サポーターの活動として３回、24
人に実施。おりひめ体操自主グループ等の週
１回の通い場は33会場から35会場へ増加

・介護予防サポーターを養成し活動の場を増やすよう
支援する。
・自主グループ活動を支援し、未設置地区に通いの場
の開設の働きかけを行う。

・健幸アンバサダーの養成

・手話通訳者養成講座及び要約筆記者養成講
座を予定どおり開催できた。

・生活支援サポーターの養成

・講座終了後、試験合格に向けたフォローアップの強
化を行う。

１　地域力を高めるまちづくり ２　助け合い・支え合いの推進 ① 地域福祉を推進するための人づくり

・民生委員・児童委員活動の支援
・オンライン研修の導入等、感染症対策を講
じた上で研修会を開催し、各地区委員の資質
の向上を図ることができた。

・引き続き、オンラインでの研修開催等工夫を凝らし
た研修を行うことで、委員の負担軽減及び活動しやす
い環境づくりを行う。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

ボランティア活
動への参加促進 A 社会福祉課

ボランティア人
材の育成 B 社会福祉協議会

B 社会福祉協議会

B まちづくり課

新たな仕組みづ
くり B まちづくり課

各種ボランティアの育成
・手話奉仕員
・子育て支援ボランティア
・給食ボランティア
・調理ボランティア　等

・ボランティア養成講座や研修会を実施し
た。
（ボランティア登録　703人）

・ボランティアの高齢化により、ボランティア活動者
が固定化してきている。今後も、幅広い層に、ボラン
ティアの意義や必要性を周知し、育成していく。

・社会福祉協議会への支援
・いきいきふれ愛まつりの開催支援

・社協だよりの発行や社協を通じてボラン
ティア団体への活動費補助を行った。
・いきいきふれ愛まつりは、飲食を伴わない
形式で開催することができた。

・ボランティア活動への参加を促進するため、活動紹
介を社協だよりの発行等により啓発を行っていく。
・引き続き、ボランティア団体への活動支援やいきい
きふれ愛まつりの開催を支援する。

ボランティア活
動への支援

・地域自治協議会への支援
・地区まちづくり実践補助事業
・中間支援事業

・地域自治協議会設立に向けた支援
・中間支援による市民公益活動（活動の立上
げや他団体との連携等）支援

・地域自治協議会の設立支援を継続
・中間支援による市民公益活動支援を継続するととも
にニーズに応じた中間支援方策の見直しの検討
・地域課題のわがこと化につながる支援方策の検討

・ＮＰＯの相互交流・情報交換の機会
　の充実（中間支援事業）

・まちづくり活動団体や中間支援団体による
相談業務やセミナーに参加した個人や団体の
相互交流や情報交換が図れている。

・相互交流・情報交換の場の提供を継続するととも
に、相談業務を通じて蓄積されたＮＰＯ情報を積極的
に発信することで自主的・自発的な相互交流等の推進
を目指す。

・ボランティア団体の活動啓発

・各種イベントや社協だより等を通して、ボ
ランティア団体の活動啓発を実施した。
（ボランティア登録　46グループ）
（ボランティア団体助成　33グループ）

・今後も各種イベントや社協だより等を通して、ボラ
ンティア団体の活動啓発を実施していく。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

活動への財政的
支援 A まちづくり課

コーディネート
機能の充実 B まちづくり課

活動推進に係る
情報提供 B まちづくり課

１　地域力を高めるまちづくり ２　助け合い・支え合いの推進 ② 市民活動への支援

・活動団体の連携に関するコーディネート
・活動団体の設立、運営に関する支援等の
  サポート

・中間支援を通じて活動団体間のコーディ
ネートを実施した。
・起業や運営等に関する伴奏型支援実施。
（起業・運営相談：55件、相談件数が前年比
22件増となった。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・市民活動団体（５団体）の事業を採択し活
動を支援

・地域福祉など地域課題を解決する活動への支援拡大

・市民団体等の活動をコーディネートする中間支援事
業を継続

・活動の推進に関する補助制度の情報提供
  （中間支援事業）

・法人格の取得や助成金の相談に対応
　（助成金の相談：６件）
・県補助制度の活用に向けた支援を実施

・助成金など活動推進に有益な情報を提供するため中
間支援事業を継続
・県と連携しまちづくり活動団体に役立つ情報や他団
体の活動事例を発信する。

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・市民提案型まちづくり事業
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 長寿福祉課
社会福祉課

A
社会福祉課
長寿福祉課

はぴいくサポートセ
ンター

A 長寿福祉課

B 健幸都市推進課

B 長寿福祉課

包括的な地域ケ
ア体制の推進 B 長寿福祉課

社会福祉法人の
ネットワーク化 A 社会福祉協議会

社会福祉課

・個別課題の解決に向けて、今後も関係機関の協力
を得ながら地域ケア会議を実施していく。

・利用されている方の一定の満足度を得ており、今
後も事業を継続していく。

・要支援認定者等で、生活支援が必要な人に
対し、サポーター活動ができるよう支援を
行った。
・活動したサポーター数　24人
・活動延べ回数　527回

・生活支援サポーター活動支援事業

・地域ケア会議
・必要に応じて地域ケア会議を開催した。
　開催回数　23回
　参加延べ人数　223人

・41会場が実施。週いち型が会場１増加。地
域で高齢者の交流や、介護予防についての学
びの機会になっている。

・参加していない人や、開始していない地区へ呼び
掛けを行う。また、月１回の取組みから週１回の取
組みになるよう働きかけ、身近な地域で定期的な交
流や学習の機会を増やす。

・西脇市内13の社会福祉法人による社会福祉
法人連絡会を設置し、公益的な活動の企画、
計画を実施(フードドライブの実施・レシピ
集の作成等)した。

・今後も西脇市内13の社会福祉法人（高齢者・保育
の福祉施設・社協）が情報交換や課題を共有し、地
域の課題解決に取り組む。

○社会福祉法人による公益的な活動の企画・
  検討の実施
　・西脇市社会福祉法人連絡協議会への支援

見守りや声掛け
など小地域ネッ
トワーク活動の
推進

・民生委員・児童委員により要援護者の情報
を示した福祉票の提出を受け、管理・更新を
行った。また、緊急時・災害時の協力体制づ
くりとして、自治会（自主防災会）からの申
請により要援護者名簿を提供した。

・生活支援サポーター活動の内容の拡充とPR活動を
推進する。

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・高齢者見守りサポート事業

・利用者に対して月一回の訪問、チラシ等の
配達を行った。また、利用者の状況を関係機
関と情報共有した。
　（配達件数：延1,852件）

・あんしんはーとねっと事業
・事業協力者対象に事業報告会及び研修会を継続す
る。（年１回）
・新たな事業協力者の募集を行う。

・いきいきサロン事業

・今後も要援護者等の支援のため、民生委員・児童
委員及び自治会（自主防災会）と連携していく。

・高齢者、障害のある人等で緊急時や災害時に
援護が必要な方の情報を示した福祉票の作成
（民生委員児童委員活動支援）

・事業協力者登録数：117事業所
・高齢者、障害者、子どもなど見守りが必要
な対象を地域全体で見守ることを啓発してい
る。

１　地域力を高めるまちづくり ２　助け合い・支え合いの推進 ③ 地域福祉のネットワークづくり

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

B 長寿福祉課

C 社会福祉協議会

A まちづくり課

B まちづくり課

地区まちづくり
の支援・推進

・各地区まちづくり活動では、地域課題の解決に向
けた活動（健康や福祉等）に重点が置かれるよう啓
発
・今後設置される自治協議会でも、福祉部会の設置
を推進

○地区まちづくり計画の実践活動の推進
　・地域自治協議会への支援
　・地区まちづくり実践補助事業

・「地域自治協議会一括交付金」及び「地区
まちづくり実践補助事業補助金」により地区
まちづくり計画の実践活動を支援

○地域課題の解決や地域コミュニティ
　の活性化に向けた活動の推進に向け
　た地区の組織づくり（まちづくり協
　議会等における福祉部会の設置等）
　・地域自治協議会への支援
　・地区まちづくり実践補助事業

・第２層協議体設置数　５か所

・各地区において地域課題の解決に向けた活
動や福祉部会等による福祉活動が実施されて
いる。

・生活支援体制整備事業

・支援を継続するとともに、10年以上経過する計画
の再編に取り組む。

・協議体での地域の課題の情報提供など、地域での
話し合いを推進する。

・各地区で地域福祉に関わる人が集まり、情
報共有、連携、住民同士の支え合い活動を協
議する場（第２層協議体）を支援した。（協
議体の支援延べ10回）
（協議体４箇所（津万、日野、比延、黒田庄
地区）設置）

・今後も、地域課題の情報収集や見える化を図り、
住民主体の協議の場や助け合い活動を支援する。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 人権教育課

A 人権教育課

A 茜が丘複合施設

A 生涯学習課

A 社会福祉課

A 人権教育課

A 学校教育課

A 社会福祉協議会

A 人権教育課

１　地域力を高めるまちづくり ３　人権意識・福祉意識の醸成 ① 人権意識・福祉意識の啓発

・男女共同参画セミナー

・デートＤＶ、ＬＧＢＴに係る中高校への出
張授業、多様性をテーマにした講演会のほ
か、啓発上映会、フォトコンテストなど、予
定の事業を実施できた。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・市民が人権について考えるきっかけとなるよう、広
報等を通じて啓発していく。市民の目にとまる紙面に
なるように工夫していく。

・今後も男女共同参画市民活動グループや人権教育課
等関係団体との連携セミナー等を企画し、事業の推進
を図る。

・市内８地区で講演会を実施した。617人が
会場に集い、オンライン配信の再生回数は
892回だった。西脇市人権教育研究大会を３
年ぶりに開催することができた。

人権に関する啓
発

・日本語指導が必要な児童生徒の増加と多様化する言
語に対応できように、学校園と連携を取りながら体制
を構築していく必要がある。

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・人権尊重への理解を深めるよう各地区での講演会・
研修会を引き続き実施していく。幅広い世代の参加を
促すことをねらいとして、講演会のライブ配信やオン
デマンド配信を試験的に取り組んでいく。

・広報にしわき「心のスケッチ」コラム
・人権教育啓発資料の配布

・障害のある人への理解を深める活動となるように活
動を改善し、質の向上を図る。

・青い鳥学級（視覚障害者）
・くすのき学級（聴覚障害者）

・例年、年２回の実施予定していたが、県か
らの要請で年３回の実施となった。

・３市（西脇市、小野市、加西市）持回りで事業実施
しており、平成29年度から31年度は西脇市、令和２年
度から４年度は小野市で開催された。令和５年度は加
西市で開催

・手話体験やユニバーサルスポーツ体験を実
施することができた。（手話体験：20人、ユ
ニバーサルスポーツ体験：26人）

・障害者団体やボランティア団体の協力を得て、児童
が障害のある人と交流し、理解を深める機会を提供し
ていく。

・体系的に福祉教育を推進できるよう小中学校の連携
を図り、教育課程上の福祉教育を整備する。

・子どものころから、福祉のこころを育むた
め、学校園やボランティア団体と連携し、福
祉教育を実施した。（延べ142回）

・今後も学校園(福祉教育担当者会議)やボランティア
団体と連携し、福祉教育の内容を充実していく。

学校園における
人権・福祉教育
の推進

・福祉に係る体験学習を通じて、身近な福祉
における課題を設定し、調べ学習や話し合い
活動を行い、探究的な学習活動を実施し、福
祉教育を推進した。

・日本語指導を必要とする児童生徒全員に対
して、子ども多文化共生サポーター等を派遣
することができた。（日本語指導が必要な児
童生徒：７人、うち１人は年度途中で帰国）

・子ども多文化共生サポーターの派遣

・毎月の広報で人権に関するコラムを掲載し
た。じんけんパンフレットFlatや人権啓発ポ
スターを作成し、市内に配付した。

・人権文化をすすめる市民運動（講演会・人権
作文・標語）及び研究大会運営支援

・にしわきジュニアじんけん教室

・共催となっている手話体験を２回を実施で
きた。

・福祉教育
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

企業における人
権・福祉教育の
推進 B 人権教育課

認知症の人に対
する理解の促進 B 長寿福祉課

A 社会福祉課

A 総務課

A こども政策課

A 人権教育課

A はぴいくサポートセ
ンター

A こども政策課

B 人権教育課

A 茜が丘複合施設

B 健幸都市推進課

講座・研修等の
実施

・いきいきサロンでの各種制度の周知
・介護保険について学ぶ機会のある地区
　10地区

・介護予防に取り組む中で、必要なサービスにつなぐ
ために、制度について学びの機会を確保する。

・コロナ禍で相談内容が多様化する中、保護
者の不安や心配の軽減を図ることができた。
（相談件数219件：内コンシェルジュ相談79
件、プレイサポーター相談140件）

・人権住民学習会、各地区での研修会

・市内49か所で人権住民学習会を開催してい
ただき1105人の参加があった。各地区での研
修会については市人権教育協議会と連携し、
計画通りに実施することができた。

・各自治会で人権住民学習会を開催していただけるよ
う区長等に働きかけ、多くの市民が人権感覚を磨く機
会をつくっていく。

・男女共同参画啓発事業
・ハラスメントや育休をテーマにしたセミ
ナー、男性対象の料理教室等とその啓発を実
施した。

・今後も、啓発セミナーの実施に加え、市広報誌や
ホームページ、Miraie公式フェイスブック等を活用
し、事業の啓発を行う。
・複合施設の強みを生かし、こどもプラザや図書館と
の連携事業を実施し、より幅の広く市民に啓発する。

・映画上映会と授産品の販売会を実施した。

・子育て等に悩む保護者に臨床心理士が対応できる日
があることをより広く周知し相談対応をスムーズに実
施していく。

・子育て応援ステーション『はぴい
　く』、子ども家庭総合支援拠点等に
　よる切れ目のない子育て支援

・地域で障害の理解を深める機会となっているため、
今後も継続して実施していく。

・子育て支援ガイドブックやHP（動画）等で
啓発を行うとともに10月の条例推進強調月間
では講演会を開催し、地域社会が一体となっ
て子育てを支援する機運の醸成を図ることが
できた。また、本条例に基づき、子どもたち
が自分の意見を表明する場として西脇こども
会議を開催することができた。

・引き続き研修をとおして教職員の資質向上を図って
いく。「多様な性と人権」に関する指導内容や指導方
法について研究を推進していく。

・市広報の掲載や子ども・子育てに関する講演会、こ
ども会議等を開催することで、地域住民に条例の理念
を広く周知していく。

・『はぴいく』において、妊娠・出産時・１歳頃に全
保護者を対象に面談を行うなど、今後も切れ目のない
支援を行うとともに、子ども家庭総合支援拠点におい
て各関係機関と連携し、児童虐待の予防・早期発見に
努める。

・関係機関等と連携を図りながら相談支援を
実施し、妊娠期から継続的に支援することが
できた。

障害を理由とす
る差別の解消の
推進

・西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例
　の周知・啓発

・依頼のあった団体等へ認知症サポーター養
成講座を実施した。
・実施回数　４回
・受講者数　81人

・若者世代を含め地域の理解促進のため、養成講座を
周知する。

・各種人権研修
・市人権教育協議会や男女参画センター等と
連携し、企業セミナーを２回実施することが
できた。

・働きやすい職場づくりに向けて研修を継続してい
く。男性の育児休業や介護休業の取得について研修内
容に取り入れていく。

・認知症サポーター養成講座

子どもの人権を
尊重する取組の
推進

・計画通り実施した。
・新任職員研修の科目のひとつとして実施している。
・今後とも引き続き実施し、職員の意識の高揚を図っ
ていく。

・障害者差別解消シンポジウムの開催

・学校園における人権教育

・教職員の1/2を対象に夏期人権研修会を実
施できた。人権教育授業研究会を実施し、各
校の人権教育担当者を中心に、授業改善に向
けて協議を行った。

・西脇市障害者差別解消の推進に関す
　る職員対応要領の推進
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A こども政策課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 社会福祉協議会

・情報入手が困難さを抱える人に対する配慮を行うこ
とにより情報提供体制の充実を図る。

・今後も関係機関や庁内関係各課と連携し、必要な情
報の修正や追加等検討を行っていく。

・長寿福祉課、地域包括支援センター及び在
宅介護支援センターの窓口で配布を行った。

・各窓口来所時やセンター職員の訪問時に積極的な情
報提供に努める。

・こどもプラザ等と連携し各事業や健診の際にパンフ
レット等を配布するなど、わかりやすい情報提供に努
める。

・令和４年３月発行の「こどもの相談窓口紹
介クリアファイル」を活用し、市内の小中高
校生に相談窓口の周知を図った。

・介護保険制度等については、広報紙、ホー
ムページでも掲載し、周知を図っている。

・必要な情報や窓口に繋げることが出来るよう積極的
に機会をとらえて情報を発信できるよう努める。

・社協だよりやホームページ、防災無線等を
活用し、相談窓口や事業所のサービスを情報
提供した。
（社協だより年６回発行）

・今後も必要な情報がわかりやすく届くよう、情報提
供体制を充実していく。

２　相談でき解決できる仕組みづくり

・介護保険サービス及び高齢者福祉サービ
ス、医療・介護関連事業所一覧等を掲載した
「高齢者べんり帳」を３年毎に更新し全戸配
布している。

１　情報提供体制の充実

・高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の３年毎に改
定に合わせて作成、配布する。

　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

●基本施策取組状況の評価

実施した内容 評価理由

① 情報提供体制の充実

情報提供体制の
充実

・定期的に情報を更新し、窓口で手帳取得者
に配付した他、関係機関にも配布し、情報の
周知を図った。

・官民協働事業により、西脇市の子育てに関
する情報をわかりやすく１冊にまとめること
ができた。
・子育て応援アプリに掲載し、情報促進につ
とめた。

課題・今後の方向性

・介護保険制度の認知度は高くなっているが、給付費
が増大しており、介護サービスの適正利用について、
更に啓発していく必要がある。

・相談窓口や各事業所のパンフレット
　等の配布

・よりわかりやすい子育て支援ガイドブックを作成
し、関係課と連携しながら広く配布するなど、効果的
な情報発信に努める。

・高齢者べんり帳

・障害者福祉のしおり

・子育て支援ガイドブック

・市広報及びホームページに相談窓口を掲載
し、周知を図っている。

・広報紙やホームページへの情報提供

・定期的な情報の更新、見直し等を行ってい
る。
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

A 社会福祉課

A 秘書広報課

A 秘書広報課

・広報紙に限らず、全てのチラシや冊子などにユニ
バーサルデザインフォントを使う。

・自動で翻訳するため、複雑な表現でなく、わかりや
すい日本語を使用する。

・ユニバーサルフォントの活用

・利用者が固定化しているため、事業の周知や活用に
向けた働きかけを検討していく。

・声の広報活動支援事業
・ホームページ音声読み上げソフトの
　活用
・点訳による情報の提供
・手話通訳者等派遣事業

・西脇市社会福祉協議会に委託し、声の広報
を発行した。
・聴覚障害者や行事主催者からの依頼に基づ
き、手話通訳者等を派遣した。
・派遣回数は増加傾向（特に要約筆記者派遣
依頼が増加している。）

情報入手に困難
さを抱える人へ
の配慮

・ホームページ多言語翻訳機能の活用
・外国語通訳機能の導入検討

・平成25年６月広報紙からユニバーサルデザ
インフォントを使用している。

・グーグルの翻訳機能を活用して100か国語
以上に対応している。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A こども政策課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 防災安全課
・今後も引き続き相談員による消費生活相談を行い、
複雑多様化する相談内容に対応した相談体制を維持す
る。

・月、水、木の週３回専門の消費生活相談委
員を配置し、様々な消費生活に関する相談の
対応を行った。

・相談窓口の専門性を高めるとともに、安心して相談
できる支援体制の充実に取り組む。

・母子・父子自立支援員を２人配置するとと
もに、警察等関係機関と連携し安心して相談
できる体制づくりに努めた。

・家庭児童相談員や母子・父子自立支
　援員による相談
・子育て応援ステーション『はぴい
　く』（子育て応援ライフプラン事
　業）
・子育てコンシェルジュによる相談
　など ・子育て等に悩む保護者に臨床心理士が対応できる日

があることをより広く周知し相談対応をスムーズに実
施していく。

２　相談でき解決できる仕組みづくり ２　相談支援体制の充実（包括的な支援体制の構築）

・『はぴいく』では、健幸都市推進課と連携
し妊娠時から切れ目なく保護者と関わり、支
援が必要な家庭の早期発見・早期支援に努め
た。また、家庭児童相談員等が子どもや家庭
等に関する様々な相談に対応した。

・妊娠期から出産・子育て期までの切れ目のない支援
を通じて、子育て中の親の不安や孤立感が軽減される
よう相談支援体制の充実に取り組む。

① 行政・関係機関における相談支援体制の充実

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・障害者相談支援センターによる相談

・地域包括支援センター（２か所）、在宅介
護支援センター（５か所）による相談を実施
した。

・地域包括支援センターや在宅介護支
　援センターによる相談

・今後も高齢者の総合相談窓口として相談に対応して
いく。

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・令和３年度に開設した障害者基幹相談支援センター
を中心に、相談支援の充実・強化を図る。

・ＤＶ相談

個別分野ごとの
相談支援体制の
充実

・コロナ禍で相談内容が多様化する中、保護
者の不安や心配の軽減を図ることができた。
（相談件数219件：内コンシェルジュ相談79
件、プレイサポーター相談140件）

・障害者基幹相談支援センター１か所、障害
者相談支援センター１か所を委託により開設
している。相談件数も伸びており、継続的な
支援が必要なケースにも対応している。

・消費生活相談
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

A はぴいくサポートセ
ンター

A こども政策課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 健幸都市推進課

庁内相談窓口の
連携

・庁内担当者連携会議に参加し、情報共有と
連携の強化を図った。

・子育て応援ステーション『はぴいく』
　連絡会

・相談窓口における支援対応の状況等につい
て所管課を対象に、自殺予防対策担当者連携
会議で共有した。

・事例検討や業務調整などの会議に参加し、
庁内連携を図った。

・今後も担当者会議を開催し、相談窓口における市民
の相談状況等、その傾向について情報共有する。

・庁内担当者連携会議

・健幸都市推進課やこどもプラザと月１回連
絡会を実施し、支援が必要な家庭について情
報共有を行い、子育て支援を効果的に行っ
た。

・相談窓口の専門性を高めるとともに、安心して相談
できる支援体制の充実に取り組む。

・関係課と連携し、各担当課の支援制度や支
援が必要な家庭の情報共有を行い、子育て支
援を効果的に行った。

・虐待の未然防止や早期発見・早期対応に取り組むた
め、今後も庁内担当者連携会議を実施し、効果的な支
援を行う。

・コロナ禍で相談内容が多様化する中、保護
者の不安や心配の軽減を図ることができた。
（相談件数219件：内コンシェルジュ相談79
件、プレイサポーター相談140件）

・子育て等に悩む保護者に臨床心理士が対応できる日
があることをより広く周知し相談対応をスムーズに実
施していく。

・今後も庁内の会議や連絡会に参加し、担当者間の連
携に努める。

・継続して会議への出席、適宜情報共有や連携を図り
ながら業務の遂行に努める。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 健幸都市推進課

A 長寿福祉課

B はぴいくサポートセ
ンター

A
社会福祉課
長寿福祉課

はぴいくサポートセ
ンター

A はぴいくサポートセ
ンター

・要保護児童対策地域協議会
・コアメンバー会議
・子ども家庭総合支援拠点の運営
・家庭児童相談員等設置事業

・関係課や関係機関と情報共有を行い、連携
して支援を行った。

・要保護児童対策地域協議会の構成機関を中心に連携
を図り、きめ細かな支援を行う。

２　相談でき解決できる仕組みづくり ２　相談支援体制の充実（包括的な支援体制の構築） ② 相談機関による連携

・地域包括支援センターとの連絡会議や、地
域ケア会議への出席により、複合的な問題を
抱える世帯への支援を行った。

・障害のある方の高齢化、複合世帯や8050問題を抱え
る世帯が多く、今後も関係機関との連携強化を進め
る。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

〇高齢者と障害のある人の複合世帯や8050問題
などを抱える世帯の支援に向けた連携
・ケース検討会議

・高齢者の地域ケア会議に保護担当、障害福
祉担当、こども担当へ出席依頼し事例検討を
実施した。

・今後も関係機関と連携し、課題の整理、役割分担を
行い、複合的な課題を抱える世帯を支援していく。

・あんしんはーとねっと事業

・事業協力者登録数：117事業所
・高齢者、障害者、子どもなど見守りが必要
な対象を地域全体で見守ることを啓発してい
る。

・事業協力者対象に事業報告会及び研修会を継続す
る。（年１回）
・新たな事業協力者の募集を行う。

・専門的な相談機関である医療等関係者や警
察等と連携し、適切な支援を行った。

・専門的な相談機関との連携を深め、虐待の未然防止
や早期発見・早期対応に取り組む。

複合的な課題を
抱える世帯への
支援

虐待対策に向け
た連携

・医療・介護の専門職と連携し、地域ケア会
議を実施した。

・今後も協議会幹事会での協議を中心に医療・介護の
関係機関の連携を推進する。

・児童虐待防止（オレンジリボン）運動

・子育てガイドブックやHP、市広報で児童虐
待防止について周知した。懸垂幕をあげ、ま
た、オリナスの外壁LEDサインをオレンジリ
ボンに合わせてオレンジ色に点灯した。福祉
まつりにおいてパンフレットの配布を行っ
た。

・市広報等で広く周知するとともに、民生委員・児童
委員や関係機関等と連携しながら、虐待の未然防止・
早期発見するための啓発を行う。

福祉、保健、医
療等の横断的な
連携

・個々のケースにおいてタイムリーに支援の検討がで
きるよう、今後も随時連携し支援を実施する。

〇福祉、保健、医療等に関する専門的な相談機
関との連携
・ケース検討会議

・必要に応じて関係機関とケース会議を実施
した。

・横断的な支援が必要なケースに関し、連携を図るこ
とにより自立に向けた支援が効果的に行えるよう検討
していく。

・課題を抱える様々な個人及び家庭につい
て、関係機関とケース検討を実施した。

・今後も関係する多職種の参加を依頼し、地域ケア会
議を実施する。

・在宅医療・介護連携推進協議会運営支援
・西脇市在宅医療・介護連携推進協議会によ
る多職種連携研修会を開催した。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 社会福祉協議会

A 社会福祉課

専門機関と連携
した地域課題の
把握と対応 B 長寿福祉課・地域ケア会議推進事業

・高齢者の地域ケア個別会議で検討された事
例から、地域課題を把握し、地域ケア推進会
議で報告した。

・今後も課題解決に向けて、協議の場を設定し、関係
機関との連携を推進していく。

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・民生委員・児童委員活動の支援
・身体障害者相談事業
・知的障害者相談事業

（民生委員・児童委員活動の支援）
・研修会を開催し、各地区委員の資質の向上
を図った。
（身体・知的障害者相談支援事業）
・西脇市身体障害者福祉協会及び西脇市手を
つなぐ育成会に相談事業を委託し、当事者及
びその家族が経験を生かして相談や助言を行
える体制を整備している。

・心配ごと相談事業
・週１回、社協職員（社会福祉士等）が対応
する方向で、計画どおり実施した。
（相談25件）

・心配ごと相談を社協職員（社会福祉士等）が対応す
る方向で、相談体制を充実していく。

地域の相談員活
動の推進

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

③ 地域における相談支援体制づくり２　相談でき解決できる仕組みづくり ２　相談支援体制の充実（包括的な支援体制の構築）

（民生委員・児童委員活動の支援）
・引き続き、オンラインでの研修開催等工夫を凝らし
た研修を行うことで、委員の負担軽減及び活動しやす
い環境づくりを行う。
（身体・知的障害者相談支援事業）
・障害者福祉のしおり等により、相談事業の周知を図
ることで必要な相談や支援につながるよう推進する。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

B こども政策課

A 長寿福祉課

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

・主任児童委員等と随時情報共有を行うとと
もに定期的に連絡会を開催し、効果的に相談
業務を行った。

２　相談でき解決できる仕組みづくり ３　サービス利用の仕組みづくり ① サービス提供体制の充実と質の向上

・第６期西脇市障害福祉計画・第２期西脇市
障害児福祉計画の推進に取組み、進捗状況の
評価・検討を行った。
・障害者基本計画、第７期西脇市障害福祉計
画・第３期西脇市障害児福祉計画策定に向け
たアンケート調査を実施した。

・障害者地域支援協議会による進捗状況の評価・検討
を継続していく。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容

・介護保険運営協議会による進捗状況の評価・検討を
継続していく。

評価理由

・高齢者安心プランに基づく在宅福祉サービス
等の提供

・第８期介護保険事業計画の推進に取組み、
進捗状況の評価・検討を行った。
・小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機
能型居宅介護の事業所整備については、事前
調査で新型コロナウイルス感染症の収束に目
途が立たない現状では、新規事業への設備投
資は難しい状況との結果から、引き続き公募
の実施は見送ることとした。

課題・今後の方向性

安定したサービ
ス提供体制の確
保

・子ども・子育て支援事業計画等に基づく在宅
福祉サービス等の提供

・在宅医療・介護連携支援センターの運営
・多職種連携研修の開催支援
・在宅医療・介護連携推進協議会の運営

・障害者基本計画・障害福祉計画（障害児福祉
計画）に基づく在宅福祉サービス等の提供

・民生委員児童委員による支援
・相談支援機関等による支援

利用しやすい情
報提供と相談支
援の充実

・高齢者べんり帳

・ファミリー・サポート・センター事業の運
営を西脇・多可シルバー人材センターに委託
し、一時的に育児の支援を受けたい人に代わ
り、子どもの世話をするなど、子育て家庭の
育児を支援した。

・提出のあった福祉票の管理、更新を随時
行った。
・75歳以上の高齢者に民生委員の訪問につい
てアンケートを取り、希望のあった327件を
訪問した結果、新規42件の福祉票提出や安心
コール等の他のサービス利用にもにつながっ
た。

・今後も民生委員、児童委員及び相談支援機関等と連
携のうえ、要援護者等の把握に努める。

・計画どおり在宅医療・介護連携推進に関す
る業務を行った。

・介護保険サービス及び高齢者福祉サービ
ス、医療・介護関連事業所一覧等を掲載した
「高齢者べんり帳」を３年毎に更新し全戸配
布している。

・相談窓口及び相談支援機関等の連携により
情報提供や利用手続きがスムーズに行われて
いる。

・相談支援機関等の連携や研修により、相談支援の充
実を図る。

・引き続き、情報共有を行い、効果的な支援を行う。

・高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の３年毎に改
定に合わせて作成、配布する。

・今後も西脇市在宅医療・介護連携推進協議会での協
議を基に在宅医療・介護連携を推進していく。

・子ども・子育て会議による進捗状況の評価・検討を
継続していく。
・今後も支援が必要な子育て家庭が円滑に利用するこ
とができるよう周知を行い、関係機関等と連携しなが
ら実施していく。
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取組 評価 担当課実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

A 長寿福祉課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

・引き続き、県の実施指導に合わせて監査を行ってい
く。

・ケアプラン点検は、予定の件数を実施でき
た。

・介護給付費等費用適正化事業
・ケアプラン点検
・事業者に対する第三者評価の周知

サービス提供の
適正化と質の向
上

・事業所の指導・監督

・予定どおり実施できた。
・コロナウイルス感染拡大防止のため、４年度も昨年
度同様に事業所へは出向かずに指導を行った。

・各ケアマネに気づきを与えるとともに今後のプラン
作成に活かせている。今後もケアマネの事務的負担の
軽減とのバランスを取りながら事業を継続していく。
・新たにアンケートによる指標を設け、事業成果の検
証を図ることとした。

・県の実地指導に同行して、６事業所の指導
監査を行った。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

・要保護児童対策地域協議会による連
　携の強化
・子ども家庭総合支援拠点の運営
・家庭児童相談員等設置事業
・事業所等の虐待防止啓発研修
・関係機関とも連携したコアメンバー
　会議等

２　相談でき解決できる仕組みづくり ３　サービス利用の仕組みづくり ② サービス利用者の権利擁護

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・関係課や関係機関と情報共有を行い、連携
して支援を行った。

・定期的な研修実施や構成機関を中心に連携を図り、
虐待の未然防止・早期発見に努める。

実施した内容 評価理由

虐待防止体制の
強化

課題・今後の方向性

・個別ケースに対しては、地域包括支援セン
ターを中心に関係機関と連携して対応した。
・高齢者虐待防止連絡会を開催した。（１
回）

・地域住民や専門職に対し、高齢者虐待の防止に関す
る啓発を行い、虐待の未然防止や早期発見・早期対応
に努める。

・関係課や関係機関と情報共有を行い、連携
して支援を行った。

・要保護児童対策地域協議会の構成機関を中心に連携
を図り、虐待の未然防止・早期発見に努める。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

B 社会福祉課

B 長寿福祉課

B 社会福祉協議会

A 社会福祉協議会

B 社会福祉課

B 長寿福祉課

２　相談でき解決できる仕組みづくり ４　権利擁護の推進 ① 利用者に寄り添った制度の運用

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・地域包括支援センター等からの相談を受
け、成年後見が必要な高齢者に対し、市長申
立てを行った。
・後見人からの請求により報酬費用を助成し
た。

・成年後見制度の周知に努め、申立て者がいない場合
は、市長申立てを行い、認知症高齢者の望む生活が継
続できるよう支援する。

・窓口やケースの相談においては情報提供等
により支援を行った。
・成年後見人の申立て及び報酬助成金の実績
はなし

制度の運用

意思決定支援の
徹底

・日常生活自立支援事業

・地域での生活が継続できるよう、市民に対して制度
の理解及び周知のための機会が必要

・居宅介護支援事業所及び地域包括支援セン
ターへ、「認知症の人の日常生活・社会生活
における意思決定支援ガイドライン」を周知
している。

・高齢者本人の意思が尊重されるよう、意思決定支援
の重要性について、専門職及び地域住民への啓発に努
める。

・成年後見制度利用支援事業

・判断能力に不安がある方に、福祉サービス
利用支援や、日常の金銭管理を行い、地域で
安心して暮らせるよう支援した。
（契約件数34件）

・今後も、本事業の広報啓発を行い、判断能力に不安
がある方が、地域で安心して暮らせるよう支援してい
く。

実施した内容

・意思決定推進事業

評価理由 課題・今後の方向性

・相談支援の際には、本人の意思決定を最優
先させ、本人らしい生活の継続ができるよう
対応している。

・利用者に寄り添い、意思決定支援の徹底が図られる
よう継続して周知に努める。

・自らの意思で決定することに不安がある方
が、地域で生活できるよう、日常生活自立支
援事業を通して意思決定を支援した。

・今後も、判断能力に不安がある人が地域で生活でき
るように、日常生活自立支援事業を通して、意思決定
を支援していく。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

B 社会福祉協議会

C 社会福祉課
長寿福祉課

C 社会福祉協議会

C 社会福祉課
長寿福祉課

C 社会福祉協議会

担い手の育成 ・市民後見人養成講座

地域連携ネット
ワークづくり

・地域での後見人制度の認知度及び市民後見
人への関心が低くく、養成講座が実施できて
いない。

・制度の周知・啓発を行うとともに支援が必要な人の
早期把握・早期支援につながるよう努める。

・権利擁護に関しては福祉サービス利用援助
事業の利用支援を行った。

・対象者の把握に努め、速やかに必要な支援につなぐ
ための体制づくりを検討する。

・権利擁護センターの設置

・対象者の把握に努め、速やかに必要な支援につなぐ
ための体制づくりを検討する。

・権利擁護に関しては福祉サービス利用援助
事業の利用支援を行った。

・地域での後見人制度の認知度及び市民後見
人への関心が低くく、養成講座が実施できて
いない。

・制度の周知・啓発を行うとともに支援が必要な人の
早期把握・早期支援につながるよう努める。

２　相談でき解決できる仕組みづくり

●基本施策取組状況の評価

４　権利擁護の推進 ② 地域連携ネットワークづくりと担い手育成

　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・地域連携ネットワークの構築
・今後も、保健・医療・福祉・司法を含めたネット
ワーク構築に努める。

・行政やケアマネジャー等と連携し、権利擁
護に関する支援が必要な方の早期発見、支援
を行った。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

B 社会福祉協議会

B 社会福祉課

B 長寿福祉課

C 社会福祉課
長寿福祉課

C 社会福祉協議会

チーム体制によ
る支援 C 長寿福祉課

・後見人及び地域連携ネットワーク等
　によるチーム支援

・後見人等が出席する地域ケア会議を開催し
た。
・後見人等が出席する退院前カンファレンス
に参加した。

・本人に関係する支援者が、ひとつのチームとなって
支援できるよう、話し合う機会として地域ケア会議を
開催する。また、他部署が主催する会議等へ積極的に
参加し、支援チームづくりに協力する。

・関係機関等専門職に向けた成年後見人制度
の普及・啓発研修会の情報提供を行った。

・講演会や研修会を通じて、権利擁護に関する意識の
普及啓発に努める。

・権利擁護に関しては福祉サービス利用援助
事業の利用支援を行った。

・対象者の把握に努め、速やかに必要な支援につなぐ
ための体制づくりを検討する。

③ 制度の周知・啓発及び安心して利用できる環境整備

実施した内容 評価理由

・対象者の把握に努め、速やかに必要な支援につなぐ
ための体制づくりを検討する。

課題・今後の方向性

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・地域住民を対象に、認知症に関する講座を
開催した。

・講座を通じて、権利擁護に関する知識の普及啓発に
努める。

・地域住民や専門職等を対象とした講
　演会や研修の実施

早期把握・早期
支援

・権利擁護センターの設置

・権利擁護に関しては福祉サービス利用援助
事業の利用支援を行った。

２　相談でき解決できる仕組みづくり ４　権利擁護の推進

・市広報紙や社協だより等の多様な広
　報媒体等を活用した情報発信

・高齢者べんり帳やホームページで情報発信
した。

周知・啓発

・障害福祉のしおり等で情報提供を行った。

・高齢者べんり帳やパンフレットを活用し、情報発信
に努める。

・今後も障害福祉のしおりやパンフレットを活用し、
権利擁護に関する周知・啓発に努める。
・多様な情報発信の方法について検討し、実施に努め
る。

・社協だよりを活用し、権利擁護に関する情
報提供を行った。

・今後も、多様な媒体を活用し、権利擁護に関する情
報を発信する。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 健幸都市推進課

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・相談窓口における支援対応の状況等につい
て所管課を対象に、自殺予防対策担当者連携
会議で共有した。

・庁内担当者連携会議に参加し、情報共有と
連携の強化を図った。

・継続して会議への出席、適宜情報共有や連携を図り
ながら業務の遂行に努める。

・地域包括支援センターと障害者相談支援事
業所との連絡会（３回）
・地域包括支援センター連絡会（７回）
・生活支援体制整備事業連絡会（６回）

・今後も各種連絡会を開催し、関係機関との連携に努
める。

２　相談でき解決できる仕組みづくり ５　生活に課題を抱えた人への支援体制の強化 ① 相談窓口の連携による支援

　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

●基本施策取組状況の評価

庁内相談窓口の
連携

・庁内担当者連携会議の充実

・今後も担当者会議を開催し、相談窓口における市民
の相談状況等、その傾向について情報共有する。

・関係課と連携し、各担当課の支援制度や支
援が必要な家庭の情報共有を行い、早期支援
を行った。

・今後も関係課と連携し、早期発見・早期支援に努
め、効果的な支援を行う。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

生活困窮者自立
支援制度の推進 A 社会福祉課

A 防災安全課

A 社会福祉課

２　相談でき解決できる仕組みづくり ５　生活に課題を抱えた人への支援体制の強化 ② 生活困窮者等への支援

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・自立相談支援事業
・就労自立促進支援事業
・住居確保給付金の支給
・就労準備支援事業
・一時生活支援事業
・家計改善支援事業

社会的な自立支
援

○犯罪被害者等への支援
・支援金の支給
・日常生活の支援

・平成31年４月に「犯罪被害者等支援条例」
を施行し、犯罪被害者に対する支援体制を整
備した。
・Ｒ４実績：相談及び支援件数はなかった。

・警察等の関係機関と連携し、情報共有を行い該当事
例の把握に努める。また、条例の適正な運用を行うに
当たり、事務手順等の確認を行う。

・社会を明るくする運動の推進
・更生保護サポートセンターの設置支
　援

・令和３年度に更生保護サポートセンターを
西脇市総合福祉センター（萩ケ瀬会館）内に
設置・継続している。
・７月に「社会を明るくする運動」強調月間
として啓発活動を推進
・「社明運動を中学生と考える集い」を開催

・今後も引き続き保護司会と連携し、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生について、啓発活動の支
援を行う。

生活困窮者等に対し、適宜実施した。
・自立相談支援事業
  相談：延92人、支援決定：10人
・住居確保給付金 17世帯（122箇月）
・就労準備支援事業
　４人（延べ40日）
・一時生活支援事業
　１人（延べ７日）
・家計改善支援事業
　１世帯

・引き続き、生活困窮者等に対し事業を実施してい
く。また、必要に応じてフードバンクを活用した食品
の提供や、社会福祉協議会の生活福祉資金制度につな
ぐ等、臨機応変に対応を行う。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 社会福祉課

A 長寿福祉課

A はぴいくサポートセ
ンター

A 健幸都市推進課

B 社会福祉協議会

２　相談でき解決できる仕組みづくり ５　生活に課題を抱えた人への支援体制の強化 ③ 多機関連携会議の運営

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

・地域包括支援センターと障害者相談支援事
業所との連絡会（３回）
・地域包括支援センター連絡会（７回）
・生活支援体制整備事業連絡会（６回）

・多機関連携会議の運営

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・今後も各種連絡会を開催し、関係機関との連携に努
める。

・地域包括支援センターと障害者相談支援事
業所との連絡会（３回）

多機関の連携に
よる包括的な支

援

・こどもセンターや小中学校等の関係機関と
随時ケース会議等を行い、連携して支援を
行った。

・今後も関係機関とケース会議等を行い、連携して支
援を行う。

・西脇病院等からの連携事例について関係機
関とケース検討を随時実施した。

・今後も随時事例検討会議を随時実施し、包括的な支
援の検討及び提供に努める。

・障害福祉サービスから介護保険への移行や複雑化・
多様化する生活課題を抱える世帯の支援について検討
していく。
・関係機関が連携し、切れ目のない支援体制の構築を
図っていく。

・地域包括連絡会や生活支援体制整備事業連
絡会を通して、他機関と連携による包括的な
支援を行った。

・今後も、生活に課題を抱える方の早期発見・早期支
援に努めるとともに、他分野との連携をすすめる。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

避難場所等の周
知・啓発 B 防災安全課

A 防災安全課

B 防災安全課

C 社会福祉課
長寿福祉課

B 防災安全課

危機管理体制の
強化 A 防災安全課

３　安心につながる環境づくり １　防災・防犯のまちづくり ① 防災対策の推進

・各地区の特性に合った地区防災計画となる
よう策定の支援を行った。

・策定した計画の実効性を検証し、今後の自主防災訓
練に反映する。

課題・今後の方向性実施した内容

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・総合防災訓練は実施していないが、職員の
危機意識の向上を目的に、災害対応力強化研
修を開催し、防災マップや気象情報の研修を
行った。

評価理由

自主防災会の支
援

・総合防災訓練や防災訓練についての今後の方法につ
いて研究を行う。

・総合防災訓練
・防災講演会

避難支援体制の
構築

・転入や転居に伴う戸別受信機の設置等に対応すると
ともに、新しい戸別受信機の使用方法や受信状況の照
会について適宜適切に対応する。

・要援護者名簿を整理し、随時名簿を更新し
た。
・個別避難計画作成件数：２件
・福祉専門職対象防災対応力向上研修等に参
加

・地区防災計画の策定支援

・防災行政無線の更新
・市内の各家庭にデジタル方式の戸別受信機
の設置した。また、不具合が生じた家庭の調
整を行った。

・個別避難計画を優先して作成する対象者を選定し、
自治会役員や民生委員と調整しながら、担当相談員や
ケアマネジャーへ作成協力を依頼していく。
・目標設定している令和７年度末時点で82件に向け
て、年度ごとに重点地区を決めて計画を作成してい
く。

・要援護者名簿の整備・更新支援
・災害時要援護者個別支援計画作成支
　援事業

・地区防災計画の計画づくりの支援を行い、
１地区を除く、79地区の地区防災計画が整備
できた。
　Ｒ４に計画を改定した自治会　17町

・自治会役員や民生委員と連携し、対象となる災害時
要援護者名簿の随時更新を行い、適切な管理を行う。

・新型コロナウイルス感染症の影響が今後も想定され
ることから、新型コロナウイルス感染症に対応した防
災訓練等の実施支援を行う。

・防災訓練等の実施支援

・自主防災会が実施する防災訓練に職員が立
会い、訓練を実施した。
　訓練を実施した自主防災会　26町
　訓練を実施した地区　４地区

-30-



基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

B 防災安全課

A 防災安全課

B 社会福祉協議会

B 長寿福祉課

A 健幸都市推進課

A 健幸都市推進課

A 健幸都市推進課

② 災害発生時の被災者の支援

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

３　安心につながる環境づくり １　防災・防犯のまちづくり

被災者の健康支
援

・避難所の巡回相談等
・避難所の開設を想定した準備を行った。自
主避難所を開設したが、巡回相談等を行う機
会がなかった。

・風水害時の避難所の巡回相談等と新型コロナウイル
ス感染症への対応などの優先順位を十分検討しつつ、
避難所での巡回相談等の検討を行う。

・避難所運営の充実
・新型コロナウイルス感染症に対応した備品
等を整備した。また、避難所班に対し、避難
所運営説明会を実施した。

・各避難所に設置された用品・備品等を適切に使用で
きるように、避難所班の運営マニュアルの作成や研修
を継続的に実施する。

社会福祉法人と
の連携による支
援

・要援護者の避難施設としての活用
・協定により、市内特別養護老人ホーム５施
設に福祉避難所開設を依頼している。

・災害時の要援護者の受け入れをスムーズにするた
め、対象者の把握に努めるとともに福祉避難所の運営
マニュアルを作成する必要がある。

・災害ボランティアセンターの運営

・災害ボランティアセンターの設置及び運営
に関する協定に基づく運営体制がとれるよう
に、本会主催の災害ボランティア養成講座を
行った。（災害ボランティア登録31人）

・今後も、災害ボランティアの養成に努めるととも
に、防災訓練等にも参加し、災害ボランティアセン
ターの運営体制整備をすすめる。

西脇市多可郡医
師会等との連携
による支援

・応急医療及び救護協力
（西脇市多可郡医師会）

・災害時相互応援協定の締結を継続してい
る。

・今後も引き続き、災害時相互応援協定に基づき、災
害時における医療及び救護体制の確保を目指す。

・医薬品等の優先供給
（西脇市多可郡薬剤師会）

・災害時相互応援協定の締結を継続してい
る。

・今後も引き続き、災害時相互応援協定を締結し、災
害時における医薬品等の確保を目指す。

・応急医療及び口腔ケア協力（西脇市
　多可郡歯科医師会）

・災害時相互応援協定の締結を継続してい
る。

・今後も引き続き、災害時相互応援協定を締結し、災
害時における歯科口腔医療及び口腔ケアの協力体制確
保を目指す。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 青少年センター

B 防災安全課

B 防災安全課

B 防災安全課

A 青少年センター

A
社会福祉課
長寿福祉課

はぴいくサポートセ
ンター

防犯灯の増設 A 施設管理課・道路維持管理事業
・地元から設置要望のあった全箇所につい
て、設置を完了させた。
※R4増設数44基

・地域と協議を行い、設置が漏れやすい地区と地区
や町と町を結ぶ区間における設置を推進していく。

・見守り隊の活動支援（活動資機材の提供
等）は随時実施
・ハーティネスメンバーズ大会（講演会）
はゲーム依存の未然防止に関する講演会を
実施

・見守り隊の活動支援は引続き実施するとともに、
ハーティネスメンバーズ大会は令和５年度以降、各
中学校区の課題に沿った内容で開催するため、各中
学校区の健全育成講演会と併せて実施していく。

３　安心につながる環境づくり １　防災・防犯のまちづくり

・自治会や老人会などのグループの防犯意識を高め
るために、啓発活動を検討する。

○インターネット有害情報への対応
・専門家によるネット見守り活動
・ＩＣＴ機器の適正利用の普及啓発

③ 防犯対策の推進

　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

・消費者協会では、悪質商法被害防止啓発
活動として、市内３箇所及び各種イベント
で啓発グッズを配布し防犯意識の向上を
図った。

・消費生活センターでは様々な消費生活相
談を受けた。（相談件数：284件）
・消費者協会くらしの教室では、講演会や
啓発活動等、多岐にわたる活動を実施し
た。（くらしの教室：31回）
・くらしの安全出前講座では、警察と連携
して振り込め詐欺等被害防止のため、講話
を実施した。
（くらしの安全出前講座：８回）

・消費生活センターでは、様々な相談に対応するた
め研修に参加するなど対応力の向上に努める。
・消費者協会のくらしの教室では、消費生活に関す
る情報の収集や提供、知識の習得をしながら賢い消
費者を目指して活動を継続する。
・くらしの安全出前講座では、悪質商法から身を守
るために、犯罪の手口や対処方法について、周知を
図っていく。

●基本施策取組状況の評価

実施した内容 評価理由 課題・今後の方向性

防犯意識を高め
る取組

・青少年問題協議会によるゲーム依存未然
防止のためのアンケート調査を実施すると
ともにインターネットパトロールも随時実
施した。

・今後も引き続きインターネットパトロールを実施
していくとともに、青少年問題協議会によるネット
依存未然防止の啓発を行う。

・防犯活動団体や警察等との連携強化を
行った。

・日頃から啓発活動等を通じて、各関係機関との意
見交換を行う。

・消費生活センター
・消費者協会くらしの教室
・くらしの安全出前講座

地域等との連携
による防犯活動

・防犯活動支援事業

・防犯活動者連絡会

・事業協力者登録数：117事業所
・高齢者、障害者、子どもなど見守りが必
要な対象を地域全体で見守ることを啓発し
ている。

・事業協力者対象に事業報告会及び研修会を継続す
る。（年１回）
・新たな事業協力者の募集を行う。

・あんしんはーとねっと事業

・西脇ハーティネス・メンバーズ運動
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

A 住宅政策課

C 管財課

A 住宅政策課

A 工務課

実施した内容

３　安心につながる環境づくり ２　安心して住める環境づくり ① 「福祉のまちづくり」の推進

課題・今後の方向性

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

評価理由

福祉のまちづく
りの推進

・県の「福祉のまちづくり条例」の推進

・道路の段差解消や平坦性確保及び点字ブ
ロックの設置等を実施した。

・予算（財源）を確保し、継続して実施していく。

・令和４年７月に施設管理者とのヒアリング
を実施し、個別施設計画策定を依頼した。個
別施設計画の策定に取り組んだ施設管理者が
少ない。

・人にやさしいまちづくり事業(段差解消）

・令和４年度は該当案件がなかった。
・今後も対象案件については適切に処理を行ってい
く。

・今後も推進地区の周知を図っていく。・ユニバーサル社会づくり推進地区の指定検討 ・令和元年度に策定した。

・個別施設計画の策定
・今年もヒアリングを実施し、個別施設計画策定に取
り組むように指導する。
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

B 社会福祉課

B 長寿福祉課

公営住宅の整備 A 住宅政策課

３　安心につながる環境づくり ２　安心して住める環境づくり ② 全ての人が暮らしやすい住環境の整備

西脇市営住宅長寿命化計画に基づき改修工事
を進めている。

実施した内容

・令和４年度１件申請があり助成を行った。
・令和４年度から兵庫県が一般型を廃止したことに合
わせて西脇市も一般型の助成を廃止しているが、特別
型は制度の周知啓発に努めていく。

・市営住宅整備事業（長寿命化対策事
　業）

・今後も計画に基づき進めていく。
・エレベーターの設置については、４階建て以上に設
置済だが、現時点では建替え等の計画はない。

評価理由 課題・今後の方向性

・高齢者等住宅改造助成事業
住宅改造等への
助成

・障害者福祉のしおりやホームページ等で周
知を図った。
（令和４年度障害者住宅改造助成事業の実績
なし）

・継続して実施することにより、重度の身体に障害が
ある人の自宅での生活が継続できるよう支援を行う。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合
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基本方向 施策 施策の方向

取組 評価 担当課

移動手段の確保 A まちづくり課

A まちづくり課

B 長寿福祉課

B 社会福祉課

車両等のバリア
フリー化 A まちづくり課

３　安心につながる環境づくり ２　安心して住める環境づくり ③ 利用しやすい移動手段の整備

・対象者に案内を送付し申請率の増加を図るととも
に、利用実態の把握を継続する。

課題・今後の方向性

・各公共交通機関の利便性の向上に向け、改善点があ
れば検討の上、対応をすすめる。

・バスロケーションシステムについては必要
性やプライバシー確保の観点等を鑑み、検討
した上で導入を見送った。均一料金制度につ
いては公共交通の再編にあわせ導入し、継続
して実施している。

・令和３年８月にタクシー料金の助成対象者
の見直しを行って以降、１年間の実績結果と
なった。（申請396件、申請率27.4％）
・申請者のうち、約６割の人がタクシー券を
利用していた。

・乗合タクシーにおいてユニバーサルデザイ
ン車両を導入し運行している。

・車両の更新等が必要となった場合は、バリアフリー
対応車両への更新を検討する。

・バリアフリー対応バス車両への更新

・新しい対象者での利用状況等を分析し、事業効果を
検証する。
・ガソリン代高騰によるタクシー料金の値上げを踏ま
えて、タクシー券の交付枚数を検討する。

●基本施策取組状況の評価
　評価：Ａ　できている（80％以上）　　　　　　　　　Ｂ　ほとんどできている（50%以上80％未満）
　　　　Ｃ　あまりできていない（50％未満）　　　　　Ｄ　できていない（未実施）
　　　　－　新型コロナウイルス感染症の影響により事業が実施できなかった場合

実施した内容 評価理由

・令和３年４月に公共交通を再編し、コミュ
ニティバスの再編やデマンド型交通の運行を
開始した。

・当面は現行の料金体系を継続し、利用者にとって分
かりやすく利用しやすい環境を維持する。

・高齢者移動支援事業

・コミュニティバスの再編
・デマンド型交通の導入

利便性の向上

・バスロケーションシステムの導入検
　討
・均一料金制度の導入検討

・障害者移動支援事業
・利用者数・利用率ともに増加したが、申請
率は低いままである。
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